
提出者　

住所

氏名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号  06 (6772) 8027

①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従　業　員　数

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別添１ 処理工程図のとおり

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

(第１面)

（日本産業規格　Ａ列４番）

  総合工事業

  完成工事高　262億円

  154人

様式第二号の八（第八条の四の五関係）

産業廃棄物処理計画書

事　業　場　の　名　称

事 業 場 の 所 在 地

計　　画　　期　　間

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

令和7年6月18日

　大阪府知事　　殿

 大阪市天王寺区上汐四丁目５－２６

 村本建設株式会社　大阪支店

 執行役員　支店長　先山　正登

  村本建設㈱　大阪支店

  大阪市天王寺区上汐四丁目５－２６

  令和7年4月1日～令和8年3月31日



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

産業廃棄物の種類

排　　 出　　 量 4,339.24 t 12.00 t

産業廃棄物の種類

排　　 出　　 量 3,905.32 t 10.80 t

産業廃棄物の分別に関する事項

 （今後実施する予定の取組）

②計画

（第2面－1）

 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

①現状

汚泥 廃アルカリ

 （これまでに実施した取組）

工法の改善（汚泥）
梱包材の簡素化（廃プラスチック類、木くず）
工場加工（木くず）
余剰材の引き取り（木くず）
分別徹底の指示

工法の改善（汚泥）　　　引き続き実施
梱包材の簡素化（廃プラスチック類、木くず）　引き続き実施
持込時のユニット化

工程毎に発生したものをそれぞれ保管する

発生元における分別徹底の指示

保管における取組みを選別という段階から性状の変化抑制や不純物の
混入防止という段階へとステップアップを図る。

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 （管理体制図）

汚泥

【目標】

廃アルカリ

②計画

別添２ 管理体制図のとおり

①現状

【前年度（令和6年度）実績】



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

50.41 t 1.20 t 1,756.00 t 1.32 t

②計画

45.37 t 1.08 t 1,580.40 t 1.19 t

（第2面－2）

繊維くず

木くず

木くず廃プラスチック類

廃プラスチック類 紙くず

紙くず

繊維くず



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

77.37 t 31.50 t 14,703.26 t 5,634.66 t

②計画

69.63 t 28.35 t 13,232.93 t 5,071.19 t

（第2面－3）

ガラス陶磁器等くず 廃石膏ボード コンクリート片 アス・コン片

ガラス陶磁器等くず 廃石膏ボード コンクリート片 アス・コン片



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

486.37 t 39.91 t 272.78 t 44.31 t

②計画

437.73 t 35.92 t 245.50 t 39.88 t

その他がれき類 建設混合廃棄物（安定型） 建設混合廃棄物（管理型） 石綿含有産業廃棄物

（第2面－4）

その他がれき類 建設混合廃棄物（安定型） 建設混合廃棄物（管理型） 石綿含有産業廃棄物



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

250.36 t t t t

②計画

225.32 t t t t

水銀使用製品

（第2面－5）

水銀使用製品



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う産
業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った産
業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

自ら中間処理により減量
した産業廃棄物の量 － t － t

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った産
業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

自ら中間処理により減量
する産業廃棄物の量 － t － t

（第3面－1）

①現状

②計画

①現状

【目標】

－ －

【目標】

－

－ －

 （これまでに実施した取組）

 （今後実施する予定の取組）

②計画

－

 （これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】

【前年度（令和6年度）実績】

 （今後実施する予定の取組）

－－



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

－ t t

－ t t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

4,339.24 t 12.00 t

優良認定処理業者
への処理委託量

0.00 t 12.00 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

4,339.24 t 12.00 t

認定熱回収業者
への処理委託量

0.00 t 0.00 t

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処理委託量
0.00 t 0.00 t

（第4面－1）

①現状

②計画

 （今後実施する予定の取組）

－

 （これまでに実施した取組）

【目標】

－

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度（令和6年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

汚泥 廃アルカリ

 （これまでに実施した取組）

①現状

【前年度（令和6年度）実績】

電子マニフェストの利用できる業者と契約



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

t t t t

②計画

t t t t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

50.41 t 1.20 t 1,756.00 t 1.32 t

5.95 t 0.30 t 281.47 t 1.32 t

33.26 t 0.60 t 1,751.60 t 1.32 t

17.15 t 0.60 t 4.40 t 0.00 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

（第4面－2）

廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

t t t t

②計画

t t t t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

77.37 t 31.50 t 14,703.26 t 5,634.66 t

52.80 t 21.30 t 0.00 t 0.00 t

77.37 t 31.50 t 14,703.26 t 5,634.66 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

（第4面－3）

ガラス陶磁器等くず 廃石膏ボード コンクリート片 アス・コン片



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

t t t t

②計画

t t t t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

486.37 t 39.91 t 272.78 t 44.31 t

133.32 t 0.00 t 144.43 t 20.67 t

486.37 t 38.35 t 272.78 t 0.00 t

0.00 t 1.56 t 0.00 t 0.00 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

建設混合廃棄物（管理型） 石綿含有産業廃棄物

（第4面－4）

その他がれき類 建設混合廃棄物（安定型）



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

t t t t

②計画

t t t t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

250.36 t t t t

250.00 t t t t

250.36 t t t t

0.00 t t t t

0.00 t t t t

水銀使用製品

（第4面－5）



3,905.32 t 10.80 t

優良認定処理業者
への処理委託量 0.00 t 10.80 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量 3,905.32 t 10.80 t

認定熱回収業者
への処理委託量 0.00 t 0.00 t

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処理委託量
0.00 t 0.00 t

【目標】

汚泥 廃アルカリ

※事務処理欄

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類

電子マニフェストの利用できる業者と契約
処理業者の現地確認

（第5面－1）

 （今後実施する予定の取組）

②計画



②計画

45.37 t 1.08 t 1,580.40 t 1.19 t

5.36 t 0.27 t 253.32 t 1.19 t

29.93 t 0.54 t 1,576.44 t 1.19 t

15.44 t 0.54 t 3.96 t 0.00 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

木くず

（第5面－2）

廃プラスチック類 繊維くず紙くず



②計画

69.63 t 28.35 t 13,232.93 t 5,071.19 t

47.52 t 19.17 t 0.00 t 0.00 t

69.63 t 28.35 t 13,232.93 t 5,071.19 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

アス・コン片

（第5面－3）

ガラス陶磁器等くず 廃石膏ボード コンクリート片



②計画

437.73 t 35.92 t 245.50 t 39.88 t

119.99 t 0.00 t 129.99 t 18.61 t

437.73 t 34.52 t 245.50 t 0.00 t

0.00 t 1.40 t 0.00 t 0.00 t

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t

（第5面－4）

その他がれき類 建設混合廃棄物（安定型） 建設混合廃棄物（管理型） 石綿含有産業廃棄物



②計画

225.32 t t t t

225.00 t t t t

225.32 t t t t

0.00 t t t t

0.00 t t t t

水銀使用製品

（第5面－5）



別添１ 処理⼯程図

工事事務所　⇒　中間処理業者　⇒　分別処理　→　再生利用業者
                                └→　最終処分



別添２ 管理体制図

支　店　長

○　行政官庁からの産廃に関する通達事項の支店内通知
○　産業廃棄物排出抑制目標の設定
○　支店内作業所の処理状況確認

環境管理者

○ 産業廃棄物の適正処理・減量化に対する推進活動の実施
○ 環境関連法規の遵守及び産業廃棄物の適正処理の周知
○ 新規処理業者の登録手続きの確認
○ 多量排出事業者の責務（書類の作成、提出、保管）
○ 産業廃棄物処理委託契約書の内容確認
○ 工事完了後産廃記録（マニフェスト・契約書・処理委託願）の保管
○ 支店内作業所の処理状況確認。主要処分場の現地確認

産業廃棄物
管理責任者

○ 再生資源利用（促進）計画書の作成。報告。
○ 産業廃棄物排出抑制目標の設定
○ 産廃処理業者の選定及び委託契約書の起案
○ 月毎の建設副産物処理状況の報告
○ 産業廃棄物処理委託契約書の保管　マニフェスト交付後の管理。
○ 工事完了後、業者考課表の提出
○ 法の遵守及び適正処理について、作業所内定期チェック
○ 作業所内の産業廃棄物適正処理、資源化推進の教育訓練の実施

安全環境部

○ 行政官庁からの産廃に関する指示・通達事項の社内通知
○ 建設副産物処理に関する情報の収集及び提供
○ 全社的な行政官庁への排出計画の作成、提出
○ 新規産業廃棄物処理業者の審査及び登録

　（１）責任者及び管理組織図
組織・責任者 役　　　　　割

社　　　長
○ 産業廃棄物の適正処理・減量化の推進
○ 産業廃棄物管理責任者の任命

産業廃棄物処理に係る管理体

社 長

安全環境部

支店

環境管理者

支 店 支 店 支 店 支 店

工事現場

産業廃棄物管理責任者

指導

指導

指導・連

報告


